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東三河都市計画柏原工業用地地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の制定について 

 

東三河都市計画柏原工業用地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
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東三河都市計画柏原工業用地地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

東三河都市計画柏原工業用地地区計画の区域内における建築物の制限を定めるた

め提案する。 



東三河都市計画柏原工業用地地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第６８条の２第１項の規定に基づき、東三河都市計画柏原工業用地地区計画（以

下「柏原工業用地地区計画」という。）の区域内における建築物に関する制限を定

めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（適用区域） 

第２条 この条例は、市長が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第

１項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。）の規定により告示する

柏原工業用地地区計画の区域内において適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第３条 柏原工業用地地区計画の区域内においては、次に掲げる建築物以外の建築

物を、建築してはならない。 

⑴ 工場（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準

である日本標準産業分類の大分類Ｅ－製造業に属するものに限る。）及び当該工

場に関連する研究開発施設並びに流通業務施設（流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律（平成１７年法律第８５号）第２条第１号に規定する流通

業務の用に供するものをいう。）。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア  法別表第２（り）項第３号（８の３）、（１３）及び（１３の２）並びに（ぬ）

項第１号（１）から（１４）まで、（１６）から（２２）まで、（２７）及び

（２９）から（３１）までに掲げる事業を営む工場  

イ  産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３

７号）第２条第４項に規定するものをいう。）の収集、運搬又は処分の用に供

するもの 

⑵ 前号の建築物の従業員のための共同住宅又は寄宿舎 

⑶ 前２号の建築物に附属するもの（法別表第２（ぬ）項第２号に掲げるものを

除く。） 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第４条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、４メ



ートル以上でなければならない。ただし、軒の高さ３メートル以下の守衛所その

他これに類する用途に供する建築物は、この限りでない。 

（公益上必要な建築物の特例） 

第５条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上

やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、前

２条の規定は適用しない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第３条の規定に違反した場合（第３号に規定する場合を除く。）における当該

建築物の建築主 

⑵ 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用い

ないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合において

は、当該建築物の工事施工者） 

⑶ 法第８７条第２項において準用する第３条の規定に違反した場合における当

該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意に

よるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に

対して同項の刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の刑を科する。ただし、法人又は

人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に

対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又

は人については、この限りでない。 

附 則 

この条例は、柏原工業用地地区計画に係る都市計画法第２０条第１項の規定に基

づく告示の日から施行する。 

 


